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★まちのできごと★

大間町では、令和７年６月17日に交通死亡事故ゼロ6000日の記録を達成しています。この記録を更新
していくために、町民の皆さまも交通安全に気を付けて事故の無いよう生活しましょう。

�����������������������夏・秋の交通安全及び防犯パレードを実施しました

〔９/22大間地区〕
大間小学校１・２年生の

児童が、元気いっぱいにパ
レードを行いました。

８月27日(水)、大間小学校６年生の児童26名を対象に租税教室を行いました。
租税教室では、税務課職員が講師となり、税に関する勉強をクイズやアニメーションなどを交えなが

ら行いました。また、１億円のレプリカを持ち、その重さなどを児童に体験してもらいました。
今回の租税教室が児童にとって、税金がどのように納められ、その後、どのように使われているかな

ど、税に関心を持つきっかけになればと思います。

����� �����������令和７年度 租税教室を開催しました

〔７/18奥戸地区〕
奥戸小学校の全児童が、

素敵な鼓笛隊の演奏を披露
してくれました。

▲租税教室の様子 ▲１億円レプリカの重さ体験

９月２日(火)、令和７年度青森県献血推進事業表彰式に
おいて、青森県知事感謝状を受賞され、大間ライオンズク
ラブ（小濱年高氏）が町長室を訪れ、報告されました。
大間ライオンズクラブは、40年以上にわたり、献血思想

の普及のため広報活動等を積極的に行い、献血運動の推進
に寄与した実績が特に優秀と認められ今回の受賞となりま
した。

▲左から、野﨑町長、小濱年高氏

���������������������������大間ライオンズクラブが青森県知事感謝状を受賞されました
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★まちのできごと★

９月２日(火)、大間中学校１年生の木次谷あやかさんと菊野姫華さんがインターンシップを行いました。
午前は、役場庁舎内や町内公共施設についての説明などを受け、午後は、他の事業所でインターンシッ

プを行っている同級生の様子を、写真撮影とインタビューして記事を作成しました。その内容を紹介し
ます。

【インタビュー記事】 文：木次谷 あやか 写真：菊野 姫華
特別養護老人ホーム「くろまつ」でインターンシップ中の柳谷梨央さんと菊池凜さんと山崎颯太さん。

午後は、大間町健康福祉センター「スマイリー」で『元気もりもり教室』が行われ、参加していた３人へ
インタビューしました。
※元気もりもり教室とは…健康増進や疾病予防の働きかけを行うことを目的とした事業。

Ｑ：大変なことはどんなことでしたか？
梨央さん：入所している方の髪を乾かしたり、運動の際、お茶を配ったりするのが大変でした。
Ｑ：仕事を体験して、どんな時にやりがいを感じましたか？
凜さん：お母さんと同じような仕事をやってみて、誰かの役に立てる喜びを体験出来て良かったです。
Ｑ：インターンシップを終えて、将来の夢に変化はありましたか？
颯太さん：老人ホームなどで働く、介護職に就きたいと思いました。

���������������������町の仕事を体験！中学生インターンシップ報告

▲会場の様子① ▲会場の様子② ▲凜さん(右)にインタビューするあやかさん(左)

▲運動を体験する梨央さん ▲運動を体験する颯太さん ▲会場の様子をカメラに収める姫華さん(役場撮影)

【感想 文：菊野 姫華】
私は、正直、役場の仕事は簡単だと思っていました。
しかし、職場体験を実際にやってみたら、そうではありませんでした。
各課の届け物を分けるにも時間がかかるし、広報に載せる写真を撮るのも難しかったです。
ですが、役場の方々は手際がよくてすごいなぁ、かっこいいなぁと思いました。
今回の体験を通して、私は将来、役場の職員になりたい！という気持ちになりました。

【感想 文：木次谷 あやか】
職場体験を通して、こんな大変な仕事を役場の方々は毎日やっていてすごいなと思いました。
取材したり、色々なことを管理したりと、実際に経験してみると大変なことばかりでした。
町内放送の声を、町民のみなさんが聞き取りやすいようにゆっくり読んだり、ハキハキ話したりする

などの工夫もされていてすごいなと思いました。
今回は、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。今後の学校生活も一生懸命頑張り

ます！
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★まちのできごと★

７月28日(月)、29日(火)の２日間、大間高校２年生の６人がインターンシップを行いました。
総務課、産業振興課、生活整備課で、防災無線や繁殖センターでの作業、施設見学など様々な業務を体験しました。最後

に広報業務を体験し、２人１組のペアになって、お互いにインタビューをしました。それぞれの感想とインタビューの内
容を２ヶ月にわたって紹介します。

○「初めての体験」（記事作成：七島 開成）
今回のインターンシップで特に印象に残っているのは、牧場での活動です。作

業者の方が熱心に作業しながらも、インターンシップに来ている我々に、大間牛の
凄さや、ご自身の仕事に対する誇りについてなどを説明していただき印象に残り
ました。今回、役場や牧場での貴重な体験を通して、改めて働くことの楽しさや難
しさを実感しました。
【山本蒼空さんへインタビューした内容】～印象に残っている活動について～
山本蒼空さんは、総務課と産業振興課、生活整備課でインターンシップを行いま

した。１日目は、町が管理している施設の見学や、防災無線の録音をし、「防災無
線では、声の大きさを調整するのが意外と難しかったです。防災無線は、熊などから町民を守るときに必要な手段で、そ
れをこなしている職員はすごいと感じた」と語ってくれました。２日目は、牧場で、大間牛の飼育を見学し、総務課では郵
便物の各課への仕分け作業を行い、「どれも難しく改めて職員の凄さに驚きました。」と語ってくれました。

○「インターンシップを通して」（記事作成：佐藤 香月）
今回のインターンシップでは、１つの部署だけではなく、さまざまな部署の仕事

を体験することができました。事務作業だけでなく、外に出ての活動やゲーム形
式での体験など楽しみながら学びました。郵便物の仕分け作業は、正確さが求め
られるので緊張しました。その中でも一番印象に残ったのは、避難所運営ゲーム
です。災害時には、私たちの想像をはるかに超えるスピードで判断を下している
と聞いて、一人一人に配慮しながら瞬時に判断を下す職員の判断力はすごいと思
いました。私は公務員に興味があるので、今回のインターンシップを通して役場
の仕事や大間町のことをたくさん知る良い機会になったと思います。
【熊谷花さんへインタビューした内容】～印象に残っている活動について～
インターンシップで特に印象に残ったことは、避難所運営ゲームと防災無線体験だそうです。「避難所運営ゲームでは、

避難してきた人たちが安全で快適に過ごせるように、様々なことに配慮しなければならないということを学びました。防
災無線の体験では、丁寧に話しているつもりでも、実際に聞いてみると聞き取りづらくとても難しかったです。普段から
防災無線業務に携わる職員はすごいなと思いました。」と話してくれました。
インターンシップを通して思ったことは、「職員の方々が、事務作業だけではなく、私たちが普段利用している施設の管

理や運営、野生動物への対応など、幅広い仕事をしていることを知りました。この学びを今後の生活に活かしていきたい
です。」と教えてくれました。

○「インターンシップを通して」（記事作成：山﨑 晴仁）
私は月に一度ほど役場を訪れる機会がありますが、どのような仕事をしている

のか知りませんでした。しかし、今回体験させていただいた総務課、生活整備課、
産業振興課の３つの仕事を通して、少しですが役場の仕事について理解を深める
ことができました。総務課では、最近よく耳にするクマの目撃情報や、避難所運営
ゲームを体験しました。防災無線でクマに関する情報を放送する体験では、話し
てみると、少しペースが早くなってしまい、普段聞いている放送とは違うと気づき
ました。放送している職員はすごいなと思いました。また、避難所運営ゲームで
は、さまざまな特徴を持つ人たちが避難所で安全に過ごせるようにどのような運
営をしていくか考えることが難しかったです。生活整備課では、大間浄化センターを見学し、どのような手順で水が浄化
されるのかを学びました。浄化して残った汚泥は、水分を抜いて肥料になるということに驚きました。産業振興課では、
牧場を見学し、牛の餌、繁殖、環境整備について詳しく教えていただきました。３つの課での体験を通して、役場のそれぞ
れの部署が私たちの生活を支えてくれているのだと身に沁みて感じました。
【米持澪真さんへインタビューした内容】～印象に残っている活動について～
インターンシップで１番印象に残ったことは、防災業務の活動だそうです。「防災無線と避難所運営ゲームを体験し、防

災無線の体験では、初めて見た文書をその場でスムーズに読むのが難しかった。また、普段の放送で聞き取りやすく正し
い発音で放送している職員は本当にすごいと思った」と話してくれました。また、避難所運営ゲームでは「それぞれの避
難者に合った対応を考えることや、限られたスペースをうまく利用することが大変でしたが、楽しく活動することができ
ました。」と語ってくれました。

続きは、広報おおま11月号にて紹介します。

���������������������町の仕事を体験！高校生インターンシップ報告
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����������������������������������������������地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき､大間町の財政の健全度を指標として公表します｡
はじめに…財政健全化法の規定により、大間町の令和６年度決算に基づき、５つの指標「健全化判断比率

及び資金不足比率」を算定し、財政（経営）の健全度をチェックするものです。
この指標が財政（経営）状況の悪化に伴い、「早期（経営）健全化基準」（イエローカード）を

超えると「早期（経営）健全化団体」となり、議会の議決を経て「財政（経営）健全化計画」を
策定し、財政（経営）の早期健全化に取り組むこととなります。また、財政状況のさらなる悪化
により、「財政再生基準」（レッドカード）を超えると「財政再生団体」となり、国や県の強力な
関与の下で確実な財政再建を実行するため、議会の議決を経て「財政再生計画」を策定し、財政
の再生に取り組むこととなります。
以下、「健全化判断比率等」の概要を示しながら、大間町の指標をお知らせします。

【①～④健全化判断比率】とは、
その団体の財政の健全度を公営企業会計や一部事務組合、第３セクター等を含めて示すものです。そ

の比率は４つ（①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率）の指標で
示されます。…「早期健全化基準」「財政再生基準」が定められています。
【⑤資金不足比率】とは、
水道事業，下水道事業などの公営企業ごとに、資金不足額（赤字の額）がどの程度あるかを示すもので

す。…「経営健全化基準」が定められています。

①実質赤字比率～一般会計の健全（深刻）度を示すもの
福祉、教育、まちづくりなど、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度

を指標化し、財政運営の深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 １５．０％」「財政再生基準 ２０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
②連結実質赤字比率～その団体全体の健全（深刻）度を示すもの

全ての会計の赤字や黒字を連結（合算）し、大間町全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の
深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２０．０％」「財政再生基準 ３０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
③実質公債費比率～その団体全体の借入金返済の度合いを示すもの

借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２５．０％」「財政再生基準 ３５．０％」
④将来負担比率～その団体全体で将来負担すべき総額の割合を示すもの

その団体全体の地方債の返済や将来支払う可能性のある負担等の、現時点での残高の程度を指標化
し、将来の財政を圧迫する可能性を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ３５０．０％」
⑤資金不足比率～公営企業会計ごとの健全（深刻）度を示すもの

公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況
の深刻度を示します。

＊指標基準…「経営健全化基準 ２０．０％」
おわりに…大間町の財政の健全度は、指標基準を下回っていますので、おおむね良好と判断できます。

しかし、今後も社会情勢や経済状況等は、めまぐるしく変化するものと推測されることから、財
政運営については、常に指標の要因分析を実施し更なる健全化に努めるものとします。

令和６年度大間町の実質赤字比率 △６．９％

令和６年度大間町の連結実質赤字比率 △１２．５％

令和６年度大間町水道事業会計の資金不足比率 ０．０％
令和６年度大間町下水道事業会計の資金不足比率 ０．０％

令和６年度大間町の将来負担比率 ４２．０％

令和６年度大間町の実質公債費比率 １１．７％

５つの指標
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令和６年度における人事行政の運営等の状況
大間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき公表します。
○職員の任免の状況（令和６年４月１日から令和７年３月31日まで）

採用 昇任 降任 転任 出向 派遣 昇給 昇格 降格 定年退職 退職
町 長 部 局 1 0 0 0 0 1 48 7 0 1 0
議 会 部 局 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
教育委員会部局 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
企 業 職 員 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

・職員数
令和６年度条例定数 令和６年４月１日現在 令和７年３月31日現在

町 長 部 局 85人 59人 59人
議 会 部 局 3人 2人 2人
教育委員会部局 20人 12人 12人
企 業 職 員 5人 4人 4人

○職員の給与（令和６年４月１日現在）
給料表 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

町 長 部 局
行政職（一） 14 14 9 6 11 1
医療職（三） 0 1 1 2 0 0
技 能 職 等 0 0 0 0 0 0

議 会 部 局 行政職（一） 1 0 0 0 1 0
教育委員会部局 行政職（一） 2 4 2 2 2 0
企 業 職 員 企業職（一） 2 0 1 1 0 0

○職員の勤務時間その他勤務条件

町 長 部 局
午前８時30分から
午後５時15分まで

議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・勤務時間（令和６年４月１日現在）

・休暇取得状況（休暇期間は、令和６年１月１日から令和６年12月31日まで）
年次有給休暇消化率 病気休暇取得件数 特別休暇取得件数 介護休暇取得件数 組合休暇取得件数

町 長 部 局 40.9％ 139件 169件 0件 0件
議 会 部 局 45.8％ 13件 4件 0件 0件
教育委員会部局 44.9％ 50件 52件 0件 0件
企 業 職 員 36.5％ 22件 6件 0件 0件

○職員の分限及び懲戒処分
・分限処分者数

勤務実績
が良くな
い場合

心身の故
障の場合

職に必要
な適格性
を欠く場
合

職制、定数の
改廃、予算の
減少により廃
職、過員を生
じた場合

刑事事件
に 関 し、
起訴され
た場合

条例で定
める事由
による場
合

町長部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

議会部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

教育委員
会 部 局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

企業職員

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

・懲戒処分者数

法令に違反
した場合

職務上の業
務に違反し
又は職務を
怠った場合

全体の奉仕者
たるにふさわ
しくない非行
のあった場合

町長部局

戒告 0 1 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

議会部局

戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

教育委員
会 部 局

戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

企業職員

戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0
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○職員の服務の状況
職務に専念する義務
の特例の承認件数

営利企業等の従事制
限の承認件数

町 長 部 局 93件 0件
議 会 部 局 4件 0件
教育委員会部局 21件 0件
企 業 職 員 16件 0件

○職員の福祉及び利益の保護の状況
・職員健康診断受診状況

採用時健康診断 定期健康診断 人間ドック
検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

日帰り 脳

町 長 部 局 1人 38人 17人 4人
議 会 部 局 0人 1人 1人 1人
教育委員会部局 0人 8人 4人 0人
企 業 職 員 0人 3人 1人 0人

○勤務の勤務評定及び研修の状況
・勤務評定の実施状況
町 長 部 局

実施している議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・各種研修会への参加状況
研修会名 研修内容 期間 参加人数

課 長 研 修 組織運営管理に必要な能力、リスクマネジメント能力の向
上等について

Ｒ６.７.４～５
Ｒ６.10.31～11.１ 3名

主 査 第 ２ 部 研 修 論理的思考能力、課題解決能力及び施策立案について Ｒ６.５.20～21 1名

主 査 研 修 施策立案の基本等について
Ｒ６.６.６～７
Ｒ６.８.８～９
Ｒ６.11.11～12

3名

主 事 ・ 技 師 研 修 公務員倫理や政策立案の基礎等について Ｒ６.５.23～24
Ｒ６.11.18～19 4名

新 採 用 者 前 期 研 修 公務員としての職務遂行に必要な基礎知識等について Ｒ６.４.15～19 1名

新 採 用 者 後 期 研 修 職務遂行に必要な基礎知識の習得、行政サービスの提供者
としての意識の醸成等について Ｒ６.９.10～14 1名

青森県人事委員会からの状況報告
○給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況
令和６年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もなかった。
○不利益処分に関する審査請求の状況
令和６年度においては、新たな審査請求はなく、また、係属事案もなかった。
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�����������～税務課からのお知らせ～

車 種 手続き窓口

原動機付自転車（125cc以下のバイク）
特定小型原動機付自転車（0.6kw以下）
小型特殊自動車

大間町役場 税務課（大間町大字大間字奥戸下道20-4）
☎３７－２５１８（直通）

軽自動車（三輪・四輪） 全国軽自動車協会連合会青森事務所（青森市大字浜田字豊田129-13）
☎０１７－７３９－０４４１

軽二輪（126cc～250cc以下のバイク）
二輪の小型自動車（251cc以上のバイク）

東北運輸局青森運輸支局（青森市大字浜田字豊田139-13）
☎０１７－７３９－１５０１

�����������～税務課からのお知らせ～
１．今月の納期について
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

※納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。
延滞金の割合は、納期内納付をされた方との公平性を保つために、法により定められています。

※地方税お支払サイトやスマートフォン決済アプリで納付された場合、町が納付を確認できるまで
一定期間を要します。そのため、督促状が行き違いになることがありますので、ご了承ください。

２．軽自動車税について
毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、特定小型原動機付自転車、小型特殊自動車及び二輪の

小型自動車を所有している方に課税されます。
これらの車輌を取得したとき、所有者が死亡、転出したとき、車輌を譲渡、処分、紛失したときなどは

届出が必要です。
届出のない場合や届出が大幅に遅れた場合などには、引き続き軽自動車税が課税される可能性があり

ます。
詳細は下記の手続き窓口へお問い合わせください。※車種により問い合わせ先が異なります。

・町県民税（第３期) ・国民健康保険税（第４期） 令和７年１０月３１日（金)

３．自賠責保険・自賠責共済のご案内 ～誰かを傷つけてしまう前に、ちゃんと自賠責を！～
交通事故による死傷者数は年々減少傾向にあるものの、令和６年の事故発生件数は約29万件、死傷者

数は約35万人と、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となってい
ます。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすもの

です。
自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク・モペット（ペダル付き原動機付自転車）・電動キック

ボード等１台ごとに加入が義務づけられており、加害者の賠償責任を担保することで、被害者の基本的
な賠償を保障する制度であり、被害者の救済を目的としています。
一人一人が、より一層自賠責制度の役割や重要性、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理

解・認識することがとても大切です。

未加入・未更新で乗ると、懲役または罰金の対象となります！
自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、自動車損害賠償保

障法に基づき、原動機付自転車（電動キックボード・モペット）を含むすべての自動車に加入が義務
づけられております。
四輪車はもちろんですが、特に、車検制度のない250㏄以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自

動車）の、未加入、未更新にご注意を‼

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）
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�������������������������������災害時の避難支援のために個別避難計画の作成に取り組んでいます！
【個別避難計画とは】
配慮（支援）を必要とする方が災害発生時にどのような避難行動をとればよいのかについて、あらかじ

め自ら確認しておいていただくために、一人一人の状況に合わせて作成する個別の避難行動計画です。
作成した計画は、対象者ご本人の同意を得たうえで避
難支援者（避難を手助けしてくれる方）や地域の限ら
れた方で共有し、避難支援や見守り活動に活用します。
※避難支援者の皆さまや家族の安全が前提となるた
め、必ず支援が行われることを約束するものではあ
りません。また、支援者の皆さまが法的な責任や義
務を負うものではありません。

※計画作成には、個人情報提供の同意が必要となります。

【計画作成対象者】
以下に該当する方で、個別避難計画の作成を希望される方は、下記連絡先へご連絡ください。
対象者となる方
①満65歳以上の者でひとり暮らし又は高齢者のみの世帯の方
②要介護度３～５に該当する方
③身体障害１～３級に該当する方で自力避難が困難な方
④愛護手帳Ａに該当する方
⑤精神障害等級１～３級に該当する方
⑥難病患者で避難支援を必要とする方
⑦生命に関わる特別な医療を必要とする方（在宅酸素や透析等を受けられている方）
⑧上記のほか、自力避難に支障がある方

連絡先
①総務課 ☎３７－２１１１
②健康づくり推進課 ☎３１－０３５０（直通）
③住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

【計画作成の流れ】
①日程調整
・希望者の方へ制度の説明や聞取り調査を行う日程を調整します。

②個別訪問・聞き取り調査
・制度説明、申請書の作成、個人情報の提供についての同意、身体の状態などの聞取りを行います。
※個人情報は計画の共有者（支援者、町内会、消防、警察、民生委員等）に共有されます。

③避難支援者の登録
・避難支援者とは災害時に避難を手助けしてくれる人のことであり、円滑かつ迅速な避難を図るため、
親戚や地域の方（知人、ご近所）に了承を得て登録していただくことになります。（最低１人）

※避難支援者へのお願いは基本的に本人から行っていただきます。
※災害時に役場や消防等の助けを待っていては、避難が間に合わないことから、地域での助け合いが
必要です。本人やご家族からの相談の際には、ご理解とご協力をお願いします。

④調査終了
・調査終了後は地域の関係団体を集めた会議の場で、計画の実効性などについて協議し、計画が完成し
ます。完成後は要配慮者本人、避難支援者、関係団体に計画を共有します。

個別避難計画の制度について詳しく聞きたい、対象になるかわからないが相談したいなど、お気軽に
ご連絡ください。

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１
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�������������������������������������������あなたの「困ったな」教えてください－９月から10月までの２か月間は『行政相談月間』です－

行政相談所開設のお知らせ
町民の皆様が、毎日の暮らしの中で、行政が行う仕事に関する苦情や意見・要望などがあった時

に、身近な相談相手となるのは、行政相談委員（総務大臣が委属）です。
道路・河川、年金、医療保険、老人福祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口サー

ビスなど、役所の仕事について相談は無料で、秘密は厳守します。
〇 苦情を直接申し出にくい。 〇 要望があるが、どこに話をしたらよいかわからない。
〇 制度や仕組みがわからない。〇 困りごとがあるが、どこに相談してよいかわからない。

など、お気軽にご相談ください。
・日 時：10月21日(火) 午前10時から午後３時まで
・場 所：大間町健康福祉センター「スマイリー」相談室１
・相談担当：行政相談委員 岩本 修一
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

総務省行政相談センターきくみみ青森 ☎０５７０－０９０１１０
〒030-0801 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎４階

���������������大間町公式LINEの運用について
大間町では、災害情報などを迅速に町民へお届けするため、幅広い年代が利用しているLINEの公

式アカウントの運用を始めました。ぜひ、友達登録をして情報を受け取りましょう。

【友達登録方法】
以下の方法いずれかの方法で登録できます。

●ＱＲコードを読み込む ●ホームから検索
１．LINEホーム画面
２．検索欄「大間町」

●ＩＤ検索
１．LINEホーム画面
２．右上「友達追加」
３．検索 を選択
４．ＩＤにチェックを入れ、

｢＠ｔｏｗｎ.ｏｍａ」で検索
【配信内容】
①災害情報の配信
②防災無線の放送内容の配信
※連日放送される内容は回数を制限して配信します。

③暮らし情報の配信
※11月から受信したい情報を選択できるようになります。

【配信開始日】
令和７年10月１日から運用開始

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１ ▲LINE画面（例）
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����� �������������令和７年度 特定健診・がん検診のお知らせ



12

�����������������������������インフルエンザ予防接種の費用助成について（年度内１回限り）

助成の対象者

【定期接種】 ◆65歳以上の方
◆60～64歳で身体障害者手帳１級（内部障害）の方

【任意接種】
◆乳幼児（生後６か月以上の方）◆小学生
◆中学生 ◆高校生（高校生相当の年齢の方）
◆妊婦

助 成 額 １回の接種につき、6,000円を上限に助成します。（生活保護受給者は全額助成）
助 成 期 間 令和７年10月１日～令和８年３月31日に接種したものについて

接 種 方 法
・専用の予診票を使用し、大間病院で接種した場合は、お金はかかりません。
（予診票は９月に対象者宛てにお送りしています）
・大間病院以外の場合は、全額を自己負担で接種した後、令和８年３月31日までに費用
助成の申請が必要です。（接種費用は医療機関により異なります）

そ の 他 ・詳細については、対象者宛てにお送りした案内をご覧ください。
・保育園、小学校、中学校のお子さまは、大間病院から園や学校を通じて案内があります｡

�����������������������������新型コロナワクチンの接種費用助成について（年度内１回限り）

対 象 者
【定期接種】 ◆65歳以上の方

◆60～64歳で身体障害者手帳１級（内部障害）の方
【任意接種】 助成なし

助 成 額 自己負担額が3,000円となるように差額を助成 （生活保護受給者は全額助成）
助 成 期 間 令和７年10月１日～令和８年３月31日に接種したものについて

接 種 方 法
・専用の予診票を使用し、大間病院で接種した場合は、自己負担額3,000円で接種ができ

ます。（予診票は９月に対象者宛てにお送りしています）
・大間病院以外の場合は、全額を自己負担で接種した後、令和８年３月31日までに費用
助成の申請が必要です。（全額の自己負担額は約15,000円程度です）

そ の 他 詳細については、対象者宛てにお送りした案内をご覧ください。

����������������������������障がいに関する相談所の開設について(大間町相談支援事業)
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等からの相

談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のために必要な援
助を行います。
■日 時：令和７年10月15日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでもお気

軽にご相談ください。なお、相談を希望される方は、事前に下記へご連絡くださるようお願いいたします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）

大間病院での接種体制については、広報13ページでご確認ください。
65歳以上の高齢者については、インフルエンザワクチン と コロナワクチンの同時接種が
可能です。

⬘ 健康づくり推進課 健康係 ☎３１－０３５０（直通）
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【接種対象者】 ●コロナ：１回接種 ●インフル：１回接種（中学生未満は２回接種）

【接種期間】 令和７年10月17日～令和８年１月30日 （毎週月・金曜日の午後）
※町内の保育園、小学校、中学校に通園・通学している方には、別日程を準備してい
ます。詳細は、保育園、各学校で配布されました案内をご確認ください。

※未入園、町外へ通園・通学中の方は、上記記載の月・金に予約してください。
【接種時間】 午後２時～午後３時 コロナまたはインフルエンザ（どちらか１種類）

午後３時～午後４時 コロナとインフルエンザの同時接種（２種類）
※午前中は受付・接種ともに不可。予約時間に合わせ午後から来院してください。

【予約受付】 完全予約制 専用電話で受付します。準備の都合上２日前までの予約をお願いします。
※病院の通常診療日に準じます。

予約受付期間：１０月１日～１月２８日（平日の午後１時30分～午後４時）
①０９０－３１２２－４８９１ ②０９０－３２７７－４８９２

※回線が混み合って繋がらない場合は、お手数ですが時間をおいてかけなおしてください。

【持 ち 物】 診 察 券 大間病院の診察券をお持ちの方（ない方は当日受付にて申し出ください）
予 診 票 大間町から費用助成の案内が届いている方
母子手帳 生後６ヶ月～中学生の方

【接種料金】 インフルエンザ 4,000円（中学生未満は２回で3,000円）※見込み
コ ロ ナ 16,939円 ※見込み
※ワクチン価格については、見込みです。正しい金額については、予約時に確認し
てください。

※ただし、役場から助成対象者に送付された予診票を持参の場合、インフルエンザ
無料、コロナ3,000円で接種できます。

【注意事項】 ①大間病院代表電話での予約受付は行っておりませんのでご了承ください。
②１日の予約数が上限に達した場合、ご希望の日時にならないことがありますがご
了承ください。

③予約なしで来院されても受付はできませんので、前もって予約をお願いいたします。
④予約時間ごとの受付となりますので、係の案内に従っていただくようお願いいた
します。

十分な量のワクチンを確保しておりますので、焦らずにお申込みください。

ワクチンの種類 接種可能な年齢 区分 町の助成の有無

コロナ 12歳以上の方
定期接種 65歳以上の高齢者

60～64歳の身障１級の内部障害の方 あり

任意接種 上記以外の方 なし

インフルエンザ ６か月以上の方

定期接種 65歳以上の高齢者
60～64歳の身障１級の内部障害の方 あり

任意接種 上記以外の方
以下の方は助成あり
６か月～高校生相当の年齢
妊婦

������大間病院より
����������������������������【コロナ・インフルエンザ予防接種について】のお知らせです

※どちらも該当する方は同時接種が可能です。
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�������������������『ＡＣＰ「自分の希望、価値観とは？」』
みなさんこんにちは。大間病院の木村です。
先月の広報誌にＡＣＰに関する紙が同封されていたかと思いますが、今回は再びそのＡＣＰに関する

お話をしたいと思います。重複する点もあるかと思いますが、ご一読いただけますと幸いです。
あらためてＡＣＰとは「これからの医療やケアについて、自分の希望を前もって考え、家族や医療者と

話し合っておくこと」です。でも、自分の希望って少し悩みませんか？「自分はどう過ごしたいのか」と
いう疑問は、意外と難しいものです。今回は、考えやすくなるように例をいくつかあげてみたいと思い
ます。

「自分の希望」の一例
① 医療やケアに関する希望
・痛みを避けてほしい：痛みや不快感を和らげるケアを受けたい。痛みや苦しさも最小限にしてほしい。
・延命治療の希望について：長生きするために最大限の医療を受けたい。延命治療は希望しない。

② 場所、過ごし方に関する希望
・どこで最期を迎えたいか：自宅で家族と過ごしたい。施設や病院で過ごしたい。
・最期まで趣味に触れたい：できるだけ自分の好きな過ごし方をしたい。

③ 意思決定に関する希望
・家族や信頼できる人に意思決定を託したい：自分で判断できないときに備えて、その人に決めてもら

いたい。
・家族・医療者とも柔軟に相談したい：自分の意思だけでなく周囲の意見も踏まえたい。

④ 価値観・人生観に関する希望
・自分らしい最期を迎えたい：どんな状況でも自分らしさを大切にしたい。
・家族に負担をかけたくない：経済的・精神的負担が少ないようにしたい。
・その時の状況に応じて柔軟に考えたい：人生観や価値観は変化するので都度話し合いを重ねたい。

以上、具体例を挙げてみました。少しでも考えていただくヒントになれば幸いです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。少しで構いませんので、あなたの大切な人や医

療者と、ＡＣＰ人生会議してみませんか？

No .３３２病院だより 今月の担当医
院長 木村 凌矢

����������������������������『こどもたちを預かってくださる里親家庭を募集しています』
さまざまな事情により親元で生活できないこどもを、自分の家族の

一員として温かく迎え入れ、愛情をもって育ててくださる方を「里親」
といいます。
数日から数週間の短期間でも大丈夫です。こどもたち一人ひとりが

健やかに育つよう、共に生きていく新しい家族のカタチ。
＊こどもを育てるために必要な生活費、教育費、医療費などは支給され
ます。詳しい内容を聞きたい方、里親に興味をお持ちの方は、ぜひご
連絡ください。

⬘ 社会福祉法人藤聖母園 若葉乳児院 フォスタリングわかば
（青森県里親養育包括支援事業受託法人）
☎０８０－９２５４－８９９３ Mail：wakaba_houkatsu@vesta.ocn.ne.jp

ＱＲコードは
こちら→
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�������������～大間消防署からのお知らせ～
令和７年秋の火災予防運動が始まります‼

10月20日(月)から10月26日(日)までの７日間、全国統一標語「急ぐ日も 足止め火を止め 準備よし」
のもと、県下一斉に秋の火災予防運動が実施されます。住民の皆様におかれましても下記に掲げる項目
を重点目標として、火災予防にご理解とご協力をお願い致します。

住宅用火災警報器の維持管理をしていますか？？
住宅用火災警報器の設置が義務化されてから、10年以上が経ち現在設置されている警報器の電池切れ

や誤作動などが懸念されます。いざというときに住宅用火災警報器が作動するよう定期的な作動確認と
清掃をお願いします。（本体の電池の寿命は約10年です。電池切れ等の際に音や光で知らせる機能が付
いています。また、電池交換しても本体が劣化しているおそれがありますので本体ごとの交換をおすす
めします。）火災による死亡原因の半数以上が就寝中の逃げ遅れによるものです。住宅用火災警報器は、
火災の煙や熱を感知し音声や警報音で知らせてくれるので火災の早期発見に
大変有効です。
下北管内では、火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設

置が義務付けられております。設置されていないご家庭は早めの設置をお願
いします。設置する場所は寝室となっており、２階に寝室がある場合は階段
上部にも設置が必要となります。また、設置義務はありませんが台所に設置
することも推奨されています。（台所は熱式）

リチウムイオン電池からの火災に注意‼
近年、リチウム電池を原因とする火災が増加しております。製品別では、最も多いのがモバイルバッ

テリー、次いでスマートフォン、電動アシスト付自転車、掃除機の順に多く発生しています。
過去10年間の電気器具類の火災件数の推移を見ると、リチウム電池と充電式電池の

火災件数の増加が顕著となっています。

【火災を防ぐために】
１ 使用する前や処分する際は取扱説明書をよく確認する。
２ 衝撃を与えないよう適切に取り扱い、むやみに分解しない。
３ 製造業者が指定する充電器やバッテリーを使用する。
４ 充電する際は整理整頓された場所や不燃性のケースなどに入れて充電をする。
５ 充電器の接続部分が合致するからといって、充電電圧を確認せず使用しない。
６ 膨張、充電できない、バッテリーの減りが早くなった、充電中に熱くなるなどの異常がある場合は

使用をやめ、製造事業者や販売店に相談する。
７ 製造事業者の問い合わせの記載がない製品や製造事業者の連絡先に電話がつながらない製品もあ

るので、部品購入する際には慎重に検討する。
８ 熱のこもりやすい鞄の中などでの使用を控える。
９ 万が一の被害に備えて不燃性のケースなどに収納する。
10 不要品を処分する際は、地域のごみ回収方法をよく確認する。

【万が一発火した時には】
電池から煙や火花の飛び散っているときには近寄らず、火花が収まってから消火器や大量の水で消火

するとともに119番通報してください。
⬘ 大間消防署 予防係 ☎３７－３１０７
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���������鳥獣の対応について
❶傷病鳥獣の対応について
ケガや病気で弱っている野生の鳥獣を傷病鳥獣といいます。野生の鳥獣は、多少のケガであれば自然

に回復する力を持っています。人が保護し、飼養したとしても、その期間が長くなるほど、野生に戻るこ
とが困難になります。ケガや病気で弱っていても、なるべくそのままにしておくことが野生の鳥獣本来
の姿ですが、もし、人為的な要因で傷付いたり、ケガや病気の程度が大きい野生の鳥獣を発見したら鳥獣
の種類、発見場所、ケガの状況などを確認したうえで、最寄りの農林水産事務所 林業振興課までご連絡
ください。
▼ご相談いただく前に必ずご確認ください！！
農林水産業、生活環境、生態系へ恒常的に被害を与える野生鳥獣の中で、ニホンジカ、イノシシ、ツキ

ノワグマ、タヌキ、キツネ、ノウサギ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カルガモ、スズメ、キジバト、
ムクドリ、ドバト、カワウについては保護の対象としていません。加えて、アライグマ、ハクビシン等の
本来生息していなかった国内外の外来種、雛及び出生直後の幼獣についても保護の対象外となります。
❷死亡した野生鳥獣の取扱いについて
死亡した野生鳥獣は、確認された土地の所有者（管理者）が一般廃棄物として処理していただくことが

基本となります。道路や公園などで死んでいるのを見つけた場合には各施設の管理者、ご自宅の庭など
で見つけた場合には、燃えるゴミとして処理してくださるようお願いします。
野生鳥獣は、細菌や寄生虫を保持しているおそれがありますので、使い捨てのビニール手袋やマスク

を着用するなどし、死体や糞には直接触れないよう注意してください。野鳥が大量に死んでいる場合は、
伝染病や事件性が疑われますので最寄りの農林水産事務所 林業振興課までご連絡ください。なお、夜
間・土日・祝日は対応しておりませんので、休日明けに連絡してくださるようにお願いします。

⬘ 青森県自然保護課 鳥獣対策グループ ☎０１７－７３４－９２５７
下北農林水産事務所 林業振興課 ☎０１７５－２２－８５８０

����������借金に関する相談窓口
相談員が借金の状況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等に引継ぎを行います。一人で悩まず、ご相

談ください。秘密厳守・無料です。

【受 付 時 間】月～金（祝日・年末年始除く） 午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分
【問 合 せ】東北財務局青森財務事務所 理財課
【相談専用電話】０１７－７７４－６４８８

�����������������������������「中高年・シニアのための合同企業説明会」【45歳以上対象】
～参加費無料、予約不要、入退場自由～

○中高年・シニアの雇用に積極的な企業の担当者が、会社概要・求人内容・お仕事の内容をご説明します。
○ハローワーク・シルバー人材センター・産業雇用安定センター・カウンセリングのブースもあり、様々
なご相談ができます。

○ミニセミナー「採用につながる応募書類のポイント」も開催します。
○当説明会は雇用保険受給資格者の求職活動として認められます。

【参加対象者】 45歳以上の就職活動中の方
【参 加 企 業】 青森・弘前 各会場15社程度
【会場・日時】 [青森会場]令和７年10月24日(金) アウガ５階 ＡＶ多機能ホール

[弘前会場]令和７年10月28日(火) ヒロロ４階 弘前市民文化交流館ホール
※いずれも午後１時30分～午後４時（受付 午後１時～午後３時）

⬘ ネクストキャリアセンターあおもり
☎０１７－７２３－６３５０ e-mail chuukounen@ims-hirosaki.com
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受講期間 令和７年11月13日(木)・17(月)・19日(水)・20日(木）・25(火）・27日(木）６日間
受講時間 午後６時～午後９時（３時間×６日間＝18時間）
募集期間 令和７年10月14日(火) 午前８時30分 ～ 令和７年10月27日(月) 午後５時まで
受講場所 青森県立むつ高等技術専門校
応募資格 在職者で第二種電気工事士技能試験の受験を予定している方。
募集定員 10名
受 講 料 1,600円 指定するテキストは各自準備（1,540円）
申込方法 「受講申込書」を当校ホームページよりダウンロードし、必要事項を記入の上、FAXま

たはメール（mu-gisen@pref.aomori.lg.jp）で申込みください。
⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 在職者訓練担当 むつ市文京町31-１

☎２４－１２３４ FAX２４－１２５０

���������������������������������在職者訓練「第二種電気工事士技能試験事前講習（下期）」受講生の募集

訓練内容 パソコンの取扱い、Word、Excel、PowerPointに関する基礎知識・技能の習得
募集人員 15名
募集期間 令和７年10月14日(火) ～ 令和７年11月26日(水)まで
訓練期間 令和７年12月11日(木) ～ 令和８年３月10日(火)
受講資格 公共職業安定所に求職申込を行っている方。

離職者等で職業に必要な技能及び知識を習得しようとする方。
応募手続 受講申込書に必要事項を記入し、最寄りの公共職業安定所に提出してください。
訓練場所 青森アカウンティングスクール（むつ市金谷）
受 講 料 無料（ただし、テキスト代等の自己負担あり）

（テキスト代・災害保険加入費・資格試験検定料 合計35,000円程度）
※当該訓練は、訓練希望者の応募状況等により実施されない場合もありますので、あらかじめご了
承ください。

⬘ 青森県立むつ高等技術専門校 むつ市文京町31-１ ☎２４－１２３４ 担当 浜田・今

�����������������������離職者等再就職訓練「パソコン基礎科」受講生の募集

������������������建設業退職金共済事業本部からのお知らせ
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�������������定例労働相談会開催について
個々の労働者と事業主との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラな

ど）について、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員
（青森県労働委員会とは）

青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、公益委員（弁護士等）、労働者
委員（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構成されており、中立・公正な立場で労
働問題を解決する。

【費 用】無料
【利用方法】随時受付（予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１

ＵＲＬ (https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/roi/roi-sodankai.html)

開催日 時 間 場 所

１１月 ４日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分

青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）
１１月１６日（日） 午前１０時～正午

１２月 ９日（火） 午後１時３０分～午後３時３０分

１２月２１日（日） 午前１０時～正午

����������������������青森県外国人材雇用サポートデスクを開設します。
県では、県内事業者の労働力確保の手段の一つとして、外国人労働者の雇用に関心のある県内の

事業者等を対象に、専任コーディネーターが採用手続きや受入れに係るアドバイスを行う相談窓口
「青森県外国人材雇用サポートデスク」を令和７年10月１日に開設しました。

ご検討段階でも丁寧にレクチャーします。お気軽にご相談ください。

開 設 日 令和７年10月１日(水)
場 所 青森県観光物産館アスパム ２階
業 務 内 容 窓口対応、巡回相談、出張セミナー等
予約受付開始 令和７年９月１日(月)開始

○相談やセミナーの開催に関する予約は、専用フォームからお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg_KTWs9IlP0m_ZuvJX1Z38
YY_SvGTQpM37fKfCP7s6pBZRg/viewform?pli=1

青森県ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/seisaku/seisaku/aomori-support.html
⬘ 青森県 総合政策部 総合政策課 所得向上・労働力確保対策グループ

☎０１７－７３４－９１３１

↑ＱＲコードは
こちら
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������♨大間温泉♨
海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時

養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
７日、14日、21日、28日（毎週火曜日）

��������不正軽油について
事前に県税事務所長の承認を得ないで、灯油や重油な

どを混ぜた不正軽油の製造、販売及び使用等を行うこと
は脱税行為です。罰則として、10年以下の拘禁刑や３億
円以下の罰金などに処せられます。
・夜間や早朝に不審なタンクローリーが頻繁に出入りし
ている。

・不審な業者から、燃料の売り込みがある。
など、不正軽油に関する情報は、お近くの県税事務所

までご連絡ください。
⬘ 青森県下北県税事務所課税課

☎２２－８５８１ 内線２０７

今年の夏、風間浦村と佐井村に新しいＡＬＴが来ました。今回は風間浦村のソフィー先生をインタビュー
しました。

名 前：Sophie Literatus Nasir (ソフィー・リタラチュス・ナシル)
出 身 地：米国カリフォルニア州コビーナ市
趣味･特技：バレー、旅行、テレビゲーム、数学を勉強すること、アニメを見ること

ポ ー ル：下北に来る前に日本文化の経験がありましたか？
ソフィー：家族と一度日本へ旅行したことがあります。また、2024年にテンプル大

学ジャパンキャンパスに４ヶ月留学しました。
ポ ー ル：日本語を勉強しましたか？
ソフィー：大学で４年間日本語を勉強していました。
ポ ー ル：日本語を習うにあたって難しい点は何ですか？
ソフィー：現在私の日本語能力では、自己表現が難しくて自分の言葉を自分らしく言えないことです。
ポ ー ル：日本にいる間はどんな目標を持っていますか？
ソフィー：日本の「男子バレーボールチームの試合」を観戦してみたいです。
ポ ー ル：大間の皆さんが驚くことを教えてください。
ソフィー：私は、大学生時代にバレー選手でした。そして、将来は数学の教授になりたいです。
ポ ー ル：大間の皆さんに言いたいことはありますか？
ソフィー：私を見かけたら、気軽に声を掛けて下さい！よろしくおねがいします。

������������������Paul(ポール)のROOM(部屋)

������������♦むつ科学技術館だより♦
【シアター上映のご案内】 【つくってたいけん工作教室のご案内】
○10時～ ○15時～ ＜開 催 日＞土曜日・日曜日・祝日に開催します。
ディズニーソフト「グーフィー（全８話）」 ＜開催時間＞10時～／15時～

○12時～ 「紙コップおばけをつくろう！」
access「オオカミから学ぶ／においの役割」 ※参加費・予約不要

＜場 所＞コミュニケーションシアター ＜場 所＞つくってたいけん工作コーナー

【たのしい実験教室のご案内】 ⬘ むつ科学技術館
＜開 催 日＞毎週日曜日に開催します。 ☎２５－２０９１ FAX２５－２０９２
＜開催時間＞①11時～ ②14時～ ≪URL≫http://msm720.jaea.go.jp
＜内 容＞①「超低温の世界を調べよう」

②「空気の動きを感じてみよう」
＜場 所＞１階探求コーナー
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・保険料が年金から天引き（特別徴収）されている方へ
年金から徴収される保険料額は下記のとおりとなります。
４月・６月・８月 … 本年２月と同額を徴収済（仮徴収）
10月・12月・２月 … 本年７月に決定した保険料の年額から、仮徴収した額を差し引いた残額を

分割して徴収（本徴収）
※徴収額は、７月にお送りした保険料額納入通知書等でご確認ください。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

令和７年８月末現在( )前月比
��������わたしたちのまち

＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

碇谷みね子さん 84歳（向町）
竹内 弘さん 83歳（奥戸下道）
葛西 英一さん 94歳（小奥戸）
小谷美保子さん 83歳（向町）
藤枝 正夫さん 97歳（割石）
倉本 悟さん 74歳（大間平）
松山 さいさん 92歳（奥戸村）
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個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

８月届出分

�����������������後期高齢者医療被保険者のみなさまへ

能登 栄舞
え ま

ちゃん（勇樹さん）
池田 海璃

かいり

くん（巧さん）

浜中 壽仁さん（大間町）(小林 千紗さん（東北町）

人 口 男 女 世 帯 数

総数 4,582(－10) 2,343(－ 5) 2,239(－ 5) 2,465(－ 6)

大間 3,646(－ 6) 1,880(－ 5) 1,766(－ 1) 1,946(－ 3)

奥戸 814(－ 4) 393(± 0) 421(－ 4) 448(－ 3)

材木 122(± 0) 70(± 0) 52(± 0) 71(± 0)


